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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有するシースと、
　前記シースの内部で前記シースの軸方向に沿って移動可能で、その先端が前記シースの
先端に対して突出および引き込み可能な中空の外針と、
　前記外針の内部で前記シースの軸方向に沿って移動して、前記外針の先端に対して突出
および引き込み可能な内針と、
　前記外針の基端部に配設され、前記外針を前記シースに対して移動させる外針移動手段
と、
　前記内針の基端部に配設され、前記内針を前記外針に対して移動させる内針移動手段と
、
　前記シースの基端部に配設され、前記外針移動手段と前記内針移動手段とを操作する操
作部と、
　前記外針の内空および前記外針移動手段の内空を通り、前記操作部まで連通する管路と
、
　前記操作部に設けられ、前記管路を気密に保持するパッキンと
　を具備し、
　前記パッキンは、前記内針移動手段が通る貫通孔を有するシール部材と、このシール部
材に設けられ、前記操作部に係合される係合機構とを備え、
　前記操作部は、筒状部を有する操作部本体を備え、
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　前記係合機構は、前記シール部材から突出された嵌合部を備え、
　前記筒状部は、その基端部に前記パッキンの嵌合部が嵌合される開口部を備えているこ
とを特徴とする内視鏡用穿刺針。
【請求項２】
　前記外針移動手段は、前記外針を前記シースの先端から最大に突出させたときに、前記
シース内で撓みを生じる長さに設定されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
用穿刺針。
【請求項３】
　前記シール部材は柱状の弾性材で形成され、前記筒状部に押し付けられて密着している
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用穿刺針。
【請求項４】
　前記操作部は前記操作部の内部および前記外針の前記内空に連通し、シリンジが装着さ
れる口金を備え、
　前記パッキンは前記口金よりも前記操作部の基端側に配設され、
　前記内視鏡用穿刺針は前記シリンジからの吸引により前記外針の前記内空に前記内針を
引き込んだ状態でも、前記外針及び／又は前記内針の内側に目的部位の組織を採取可能で
あることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用穿刺針。
【請求項５】
　前記操作部には、前記シースをその軸方向に沿って移動させる第１のスライド部材と、
前記内針移動機構および前記内針をその軸方向に沿って移動させる第２のスライド部材と
が設けられ、
　前記口金は前記第１のスライド部材と第２のスライド部材との間に配設されていること
を特徴とする請求項４に記載の内視鏡用穿刺針。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通して用いられる内視鏡用穿刺針に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、患者の肺から組織を採取するための中空の針部材を有する生検
用穿刺針が開示されている。この生検用穿刺針は、中空の外針の軸方向に沿って移動可能
な中空の内針を備えている。このため、組織に対峙する位置で外針に対して内針を突出さ
せて組織をその内針に吸引により採取する。このとき、針部材の先端の圧力をバルーンを
用いてモニタリングしている。
【特許文献１】米国特許第４，７９９，４９４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に開示された針部材では、その内針の先端から中空の部分に組織を採取して
いる。しかし、内針の先端を目的組織に到達させる前に、その目的組織に到達させる途中
の組織である目的組織でない組織がその内針の中空の内部に入り込むことがある。このよ
うな場合、目的部位でない組織によって内針の中空の空間の体積が減るので、目的部位の
組織採取量が内針の中空の空間により本来得られる量よりも少なくなることがある。すな
わち、目的組織をより多く採取したい場合であっても、その組織の採取量が予定量よりも
少なくなることがある。
【０００４】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、針部材の中空の空間により得られる量に対して、できるだけ多くの目的組織を採
取可能な内視鏡用穿刺針を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、この発明に係る内視鏡用穿刺針は、可撓性を有するシース
と、前記シースの内部で前記シースの軸方向に沿って移動可能で、その先端が前記シース
の先端に対して突出および引き込み可能な中空の外針と、前記外針の内部で前記シースの
軸方向に沿って移動して、前記外針の先端に対して突出および引き込み可能な内針と、前
記外針の基端部に配設され、前記外針を前記シースに対して移動させる外針移動手段と、
前記内針の基端部に配設され、前記内針を前記外針に対して移動させる内針移動手段と、
前記シースの基端部に配設され、前記外針移動手段と前記内針移動手段とを操作する操作
部と、前記外針の内空および前記外針移動手段の内空を通り、前記操作部まで連通する管
路と、前記操作部に設けられ、前記管路を気密に保持するパッキンとを具備し、前記パッ
キンは、前記内針移動手段が通る貫通孔を有するシール部材と、このシール部材に設けら
れ、前記操作部に係合される係合機構とを備え、前記操作部は、筒状部を有する操作部本
体を備え、前記係合機構は、前記シール部材から突出された嵌合部を備え、前記筒状部は
、その基端部に前記パッキンの嵌合部が嵌合される開口部を備えていることを特徴とする
。
【０００６】
　また、前記外針移動手段は、前記外針を前記シースの先端から最大に突出させたときに
、前記シース内で撓みを生じる長さに設定されていることが好ましい。
【０００８】
　また、前記シール部材は柱状の弾性材で形成され、前記筒状部に押し付けられて密着し
ていることが好ましい。
【００１０】
　また、前記操作部は前記操作部の内部および前記外針の前記内空に連通し、シリンジが
装着される口金を備え、前記パッキンは前記口金よりも前記操作部の基端側に配設され、
前記内視鏡用穿刺針は前記シリンジからの吸引により前記外針の前記内空に前記内針を引
き込んだ状態でも、前記外針及び／又は前記内針の内側に目的部位の組織を採取可能であ
ることが好ましい。
【００１１】
　また、前記操作部には、前記シースをその軸方向に沿って移動させる第１のスライド部
材と、前記内針移動機構および前記内針をその軸方向に沿って移動させる第２のスライド
部材とが設けられ、前記口金は前記第１のスライド部材と第２のスライド部材との間に配
設されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、針部材の中空の空間により得られる量に対して、できるだけ多くの
目的組織を採取可能な内視鏡用穿刺針を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながらこの発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と
いう）について説明する。
【００１４】
　図１（Ａ）には内視鏡用穿刺針１０の先端部を示し、図１（Ｂ）にはその基端部（後述
する操作部１６）を示す。図１（Ａ）および図１（Ｂ）に示すように、一実施の形態に係
る内視鏡用穿刺針１０は、可撓性を有する細長いシース１２と、このシース１２の内空に
沿って移動可能な管状の針部材１４と、シース１２の基端部に設けられ、シース１２に対
して針部材１４を移動させるための操作部１６とを備えている。シース１２は、図示しな
い内視鏡の処置具挿通チャンネルを通すため、内視鏡の挿入部の長さよりも十分長く形成
されている。このため、針部材１４も同様に、内視鏡の挿入部の長さよりも十分長く形成
されている。特に、針部材１４は、シース１２の先端に対して突出させた状態で操作する
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ことが必要となるので、シース１２の長さよりもさらに長く形成されている。
【００１５】
　図２（Ａ）にはシース１２の先端部および針部材１４の先端部を示し、図２（Ｂ）には
図２（Ａ）に示すシース１２の先端部および針部材１４の先端部に繋げられた部位を示す
。図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、シース１２は、可撓性を有するシース本体
２２と、シース本体２２の先端に配置され、内空を有する略円環状で例えば硬質のストッ
パ２４と、針部材１４の先端部を保護する保護部材２６とを備えている。
【００１６】
　図２（Ａ）に示すように、シース本体２２の先端部には、針部材１４がシース本体２２
の先端部側への移動を規制するストッパ２４が装着されている。このストッパ２４は、シ
ース本体２２の先端部でシース本体２２の先端と、その内周面とを覆っている。ストッパ
２４は、その外周面に形成された突起２４ａによりシース本体２２の先端部の内周面に固
定されている。
【００１７】
　ストッパ２４の基端部には、針部材１４を保護するコイル状の保護部材２６が配設され
ている。この保護部材２６は、シース本体２２の内周面に装着されている。この保護部材
２６は、シース本体２２との間に嵌合した状態で保持するストッパ２４の基端部の保持部
２８にその先端部が保持されている。
【００１８】
　針部材１４は、外針３２と、内針３４と、外針係止部材（制御手段）３６と、内針係止
部材（規制手段）３８と、外針移動部材４０と、内針移動部材４２とを備えている。
【００１９】
　外針３２および内針３４は、それぞれ例えばステンレス鋼材で中空に形成され、先端が
鋭利に形成されている。すなわち、外針３２および内針３４には、それぞれ先端に開口部
３２ａ，３４ａが形成されている。
【００２０】
　図２（Ｂ）に示すように、外針３２の基端部には、外針係止部材３６が配設されている
。この外針係止部材３６には、外針移動部材４０の先端部が配設されている。外針係止部
材３６および外針移動部材４０は、それぞれ円筒状（チューブ状）に形成されている。外
針係止部材３６は例えばステンレス鋼材や硬質プラスチック材により形成されている。外
針移動部材４０は、例えばフッ素樹脂などのプラスチック材により形成されている。この
ため、外針移動部材４０は、外針係止部材３６および外針３２を移動可能なように適度な
剛性を有しつつ、内視鏡の処置具挿通チャンネルが変形する変形状態に合わせて変形する
可撓性を備えている。この外針移動部材４０の基端部は、シース１２の基端部からさらに
基端部側に延び、操作部１６に接続されている（図３（Ａ）参照）。
【００２１】
　外針係止部材３６の外周面には、径方向外方に突出したフランジ部３６ａが形成されて
いる。このフランジ部３６ａは、上述したストッパ２４の内周面に係止される。外針３２
は、その外針係止部材３６のフランジ部３６ａがストッパ２４に当接されて移動が規制さ
れる。なお、外針係止部材３６および外針移動部材４０の内径は、後述する内針移動部材
４２の外周面との間に僅かに隙間がある程度であることが好ましい。
【００２２】
　内針３４の基端部には、内針移動部材４２の先端部が固定されている。この内針移動部
材４２は、例えば金属材製の単線ワイヤや樹脂材製のパイプなどで形成され、外針移動部
材４０と同様に可撓性を備えている。また、この内針移動部材４２は、外針移動部材４０
よりも剛性が高く形成されている。このため、内針３４および外針３２をともに目的部位
に対して穿刺するときの突っ張り力を確保しつつ、内視鏡の処置具挿通チャンネルを挿通
可能な可撓性を確保することができる。
【００２３】
　この内針移動部材４２の基端部は、シース１２の基端部側に延び、操作部１６に接続さ
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れている。この内針移動部材４２の先端部には、内針係止部材３８が配設されている。こ
の内針係止部材３８は、内針移動部材４２の外周面に配設されている。さらに、この内針
係止部材３８は、外針係止部材３６よりも基端部側に配設されている。このため、内針３
４のシース１２の先端側への移動は、内針係止部材３８が外針係止部材３６の基端部に当
接することによって規制される。
【００２４】
　図１（Ｂ）に示すように、操作部１６は、操作部本体５２と、この操作部本体５２に対
してスライド可能な第１および第２のスライド部材５４，５６と、第１のスライド部材５
４に対して固定された接続管５８とを備えている。
【００２５】
　操作部本体５２は、円筒部６２と、この円筒部６２に対して直交する方向に形成され、
シリンジ（図示せず）が装着されるルアー口金６４とを備えている。
【００２６】
　ここで、図３（Ａ）には操作部１６のルアー口金６４の中心軸よりも先端部側を示し、
図３（Ｂ）にはルアー口金６４の中心軸よりも基端部側を示す。　
　図３（Ａ）および図３（Ｂ）に示すように、円筒部６２の中心軸の内空とルアー口金６
４の中心軸の内空とは連通されている。図３（Ａ）に示すように、円筒部６２の先端側の
外周面には、第１のスライド部材５４を所定の範囲内で移動可能に受ける第１のスライド
受部７２が形成されている。この第１のスライド受部７２の先端部側には、外方に向かっ
て突出した凸部７２ａが形成されている。図３（Ｂ）に示すように、円筒部６２の基端側
の外周面には、第２のスライド部材５６を所定の範囲内で移動可能に受ける第２のスライ
ド受部７４が形成されている。この第２のスライド受部７４の基端部側には、外方に向か
って突出した凸部７４ａが形成されている。図３（Ａ）および図３（Ｂ）に示すように、
ルアー口金６４は、これら第１および第２のスライド受部７２，７４の間に配設されてい
る。
【００２７】
　図４に示すように、第２のスライド部材５６には、１対のスリット５６ａ（１対のうち
の１つは図示せず）が軸方向に沿って形成されている。ここでは、第２のスライド部材５
６に代表して説明するが、第１のスライド部材５４も同じ構成を備えている。第２のスラ
イド受部７４の基端側には、１対の係合部６２ｂが形成されている。すなわち、円筒部６
２の先端部および基端部の外周面には、それぞれ外方に突出した１対の係合部６２ｂが形
成されている。第２のスライド受部７４の基端側の１対の係合部６２ｂは第２のスライド
部材５６の１対のスリット５６ａに係合されている。このため、操作部本体５２に対して
第２のスライド部材５６をそのスリット５６ａに沿って移動可能である。
【００２８】
　図３（Ａ）に示すように、第１のスライド部材５４の基端部、すなわち、スリット５４
ａの基端部には、第１のスライド受部７２の基端部の太径部６２ｃにクリック係合される
クリック係合部５４ｂが形成されている。図３（Ｂ）に示すように、第２のスライド部材
５６の先端部、すなわち、スリット５６ａの先端部の太径部６２ｄには、第２のスライド
受部７４の先端部にクリック係合されるクリック係合部５６ｂが形成されている。このた
め、第１および第２のスライド部材５４，５６は、クリック係合部６２ａ，６２ｂと、太
径部６２ｃ，６２ｄとの間の距離を移動可能である。
【００２９】
　図３（Ａ）に示すように、外針移動部材４０は、第１のスライド部材５４のスリット５
４ａの内側付近まで延出されている。この外針移動部材４０の基端部の内周面には、筒状
の外針操作管４４が配設されて圧入または接着により固定されている。この外針操作管４
４の外周面は、円筒部６２の先端部の内空の内周面に接着により固定されている。このた
め、外針操作管４４は、第１のスライド部材５４が操作部本体５２に対してスライドする
ことによって外針移動部材４０に対してスライド可能である。なお、外針移動部材４０の
基端面は、第１のスライド部材５４のクリック係合部５４ｂが太径部６２ｃにクリック係
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合されたときに、円筒部６２の先端部の縁部に当接される。このとき、外針３２はシース
１２に対して固定される。
【００３０】
　内針移動部材４２は、外針移動部材４０の内部および外針操作管４４の内部を通して第
２のスライド部材５６の基端部に固定されている。図４および図５に示すように、円筒部
６２の基端部の内周面には、内針移動部材４２が挿通されたパッキン８０が配設されてい
る。図６（Ａ）および図６（Ｂ）に示すように、パッキン８０は、パッキン本体（シール
部材）８０ａと、このパッキン本体８０ａから突出された嵌合部（係合手段）８０ｂとを
備えている。図４に示すように、この嵌合部８０ｂは、円筒部６２の基端部に形成された
開口部８２に嵌合されている。パッキン本体８０ａは、例えば弾性ゴム材により形成され
ている。このとき、このパッキン本体８０ａは、円筒部６２に押し付けられて密着した状
態で固定されている。
【００３１】
　このパッキン本体８０ａには、内針移動部材４２の外径よりも僅かに小さい、または、
僅かに大きい貫通孔８０ｃが形成されている。このため、円筒部６２にパッキン８０が装
着され、内針移動部材４２がパッキン本体８０ａの貫通孔８０ｃに配設された状態のとき
、このパッキン本体８０ａの先端側および基端側の液体および気体の流れが遮断される。
【００３２】
　図３（Ａ）に示すように、第１のスライド部材５４の先端部の外周面には、接続部５４
ｃが形成されている。この接続部５４ｃには、接続管５８が着脱可能に配設されている。
この接続管５８は、シース１２の基端部、すなわち、シース本体２２の基端部を保持する
ものである。
【００３３】
　接続部５４ｃの先端部の外周面には、円環状に凹部５４ｄが形成されている。シース本
体２２の基端部は、接続部５４ｃの先端部の外周面に接続される装着部２２ａが形成され
ている。この装着部２２ａには、上述した凹部５４ｄに沿って形成されたシース凹部２２
ｂが形成されている。このため、シース本体２２の装着部２２ａは、第１のスライド部材
５４の先端部の外周面と同じ形状に形成されている。
【００３４】
　一方、接続管５８は、第１のスライド部材５４の先端部に対して、その先端部および基
端部で係合可能な先端係合部５８ａおよび基端係合部５８ｂを備えている。先端係合部５
８ａは、円管に対して径方向内方に突出した状態に形成されている。この先端係合部５８
ａは、第１のスライド部材５４の先端部の外周面の凹部５４ｄ、および、シース本体２２
の装着部２２ａのシース凹部２２ｂに係合可能である。基端係合部５８ｂは、第１のスラ
イド部材５４の接続部５４ｃの基端部と同じ形状に形成されて互いに係合されている。
【００３５】
　図３（Ｂ）に示すように、操作部１６の第２のスライド部材５６の基端部に配置された
内針移動部材４２には、曲部４２ａが形成されている。この曲部４２ａは、第２のスライ
ド部材５６の基端部に係合されている。このため、第２のスライド部材５６を第２のスラ
イド受部７４に対して移動させることによって、内針移動部材４２をシース１２や操作部
１６に対して移動可能である。
【００３６】
　なお、第１および第２のスライド部材５４，５６は、第１のスライド部材５４の移動抵
抗（摺動抵抗）よりも第２のスライド部材５６の移動抵抗（摺動抵抗）を大きく設定した
り、または、その逆に設定したりすることで操作性を変化させることができる。
【００３７】
　次に、この実施の形態に係る内視鏡用穿刺針１０の作用について説明する。　
　最初の状態では、例えば、第１のスライド部材５４のクリック係合部５４ｂを、円筒部
６２の太径部６２ｃに係合させておく。また、例えば、第２のスライド部材５６のクリッ
ク係合部５６ｂを、円筒部６２の太径部６２ｄに係合させておく。
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【００３８】
　ここで、操作部１６の第１のスライド部材５４を円筒部６２に対して移動させると、こ
の第１のスライド部材５４の移動によって、シース本体２２が移動される。すなわち、第
１のスライド部材５４の移動によって、シース１２が移動される。操作部１６の第２のス
ライド部材５６を円筒部６２に対して移動させると、この第２のスライド部材５６の移動
によって、内針移動部材４２が移動される。すなわち、第２のスライド部材５６の移動に
よって、内針３４が移動される。
【００３９】
　図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示すように、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通させ
るため、内視鏡用穿刺針１０の針部材１４の先端、すなわち、内針３４および外針３２の
先端をシース１２の先端に対して引き込んだ状態にする。　
　この場合、操作部１６の第１のスライド部材５４を円筒部６２の最も先端部側の位置に
配置する。一方、第２のスライド部材５６を円筒部６２の最も基端部側の位置に配置する
。すなわち、第１のスライド部材５４のクリック係合部５４ｂを、凸部７２ａを乗り越え
てクリック係合部６２ａに当接させて第１のスライド部材５４を円筒部６２の先端に係合
させる。一方、第２のスライド部材５６のクリック係合部５６ｂを、凸部７４ａを乗り越
えてクリック係合部６２ｂに当接させ、第２のスライド部材５６を円筒部６２の基端に係
合させる。
【００４０】
　このとき、外針３２の先端３２ａは内針３４の先端３４ａよりも突出した状態にある。
内針移動部材４２がシース１２の先端に対して最も引き込まれた状態にあるので、内針３
４の基端部に当接する外針係止部材３６によって、外針移動部材４０もシース１２の先端
に対して最も引き込まれた状態に配置される。このとき、外針係止部材３６の基端が内針
係止部材３８の先端に当接される。このため、外針係止部材３６は、内針係止部材３８を
シース１２の基端側に押圧した状態にある。したがって、外針移動部材４０および内針移
動部材４２はシース１２の内部や操作部１６の内部で撓んだ状態にある。
【００４１】
　図示しない内視鏡の挿入部の先端部を、生体の目的部位の近傍に対峙する位置まで導入
する。この状態で、内針３４および外針３２をシース１２の内部に引き込んだ内視鏡用穿
刺針１０を、内視鏡の処置具挿通チャンネルの鉗子栓から挿通させる。そして、挿入部の
先端部からシース１２の先端を突出させる。
【００４２】
　次に、目的部位の組織を採取するため、外針３２および内針３４をシース１２の先端か
ら突出させる。　
　この場合、操作部１６の第１のスライド部材５４を、円筒部６２のルアー口金６４に近
接する位置に配置する。一方、第２のスライド部材５６を、円筒部６２のルアー口金６４
に近接する位置に配置する。すなわち、第１のスライド部材５４のクリック係合部５４ｂ
を、凸部７２ａを乗り越えて太径部６２ｃに係合させる。一方、第２のスライド部材５６
のクリック係合部５６ｂを、凸部７４ａを乗り越えて太径部６２ｄに係合させる。
【００４３】
　このとき、第１のスライド部材５４の移動によって、シース１２が操作部１６の基端側
に移動する。また、第２のスライド部材５６の移動によって、内針移動部材４２が先端側
に移動する。内針移動部材４２は、自らの撓みを是正するように、シース１２の先端側に
移動する。このため、内針係止部材３８は、外針係止部材３６をシース１２の先端側に押
圧し、内針係止部材３８と外針係止部材３６とが一体となってシース１２の先端側に移動
する。このため、外針移動部材４０の撓みも是正される。
【００４４】
　したがって、内針移動部材４２の先端に接続された内針３４がシース１２の先端に対し
て突出する方向に移動するとともに、外針係止部材３６の基端部が接続された外針３２も
シース１２の先端に対して突出する方向に移動する。このとき、外針係止部材３６はシー
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ス１２のストッパ２４の内周面に係合される。このため、シース１２の先端に対して外針
３２が位置決めされる。内針３４の先端は、内針移動部材４２の移動にともなって外針３
２の先端に対して突出される。このとき、内針係止部材３８の先端が外針係止部材３６の
基端に当接されるまで移動する。
【００４５】
　なお、外針係止部材３６がストッパ２４の内周面に当接された状態であっても、内針移
動部材４２の撓みは残った状態にある。このため、内針係止部材３８の先端が外針係止部
材３６の基端に対して当接した状態を維持する（図７（Ｂ）参照）。内針移動部材４２が
、外針移動部材４０よりも剛性が高く形成されているので、このような状態が維持される
。
【００４６】
　この状態で、未だ目的部位に対して内針３４および外針３２の先端３４ａ，３２ａが穿
刺されていないとき、内針３４および外針３２の先端３４ａ，３２ａを目的部位に向けて
穿刺するために、シース１２をチャンネルに対してさらに挿入するように移動させる。そ
して、外針３２内に目的部位の組織を採取する。
【００４７】
　この場合、操作部１６の第２のスライド部材５６を操作する。第２のスライド部材５６
をルアー口金６４から最も離隔する移動可能位置まで操作する。すなわち、第２のスライ
ド部材５６のクリック係合部５６ｂに対する太径部６２ｄの係合を解除する。そして、ク
リック係合部５６ｂを第２のスライド受部７４に沿って基端側に移動させる。このとき、
第２のスライド受部７４の凸部７４ａを乗り越えて係合部６２ｂに当接させるまで移動さ
せる。このため、内針移動部材４２、内針係止部材３８および内針３４が外針操作管４４
、外針移動部材４０、外針係止部材３６および外針３２に対して引き込まれる。そうする
と、内針３４の先端３４ａが外針３２の先端に対して引き込まれる。したがって、内針係
止部材３８の先端が外針係止部材３６の基端に対して離れる（図２（Ｂ）参照）。
【００４８】
　この状態で、操作部１６のルアー口金６４にシリンジ（図示せず）を装着する。このシ
リンジによって、操作部本体５２の円筒部６２の内部を吸引する。このときの吸引力は、
外針操作管４４、外針移動部材４０、外針係止部材３６を通して外針３２の内空に伝えら
れてこれらの内部が減圧される。このため、外針３２の内空に目的部位の組織が吸引され
る。このとき、外針３２の内空には、内針３４が引き込まれた状態で配設されているが、
組織が穿刺時に入り込むことが防止されていたので、外針３２の内空の空間は確保されて
いる。したがって、外針３２の空間により得ることが可能な許容量一杯もしくはそれに近
い、より多くの組織が採取される。
【００４９】
　吸引の終了後、操作部１６のルアー口金６４からシリンジを取り外す。その後、操作部
１６の第１のスライド部材５４のクリック係合部５４ｂと第１のスライド受部７２の太径
部６２ｃとの間の係合を解除する。そして、第１のスライド部材５４を、ルアー口金６４
に離隔する移動可能位置まで操作して、外針３２をシース１２の先端に対して引き込んで
いく。すなわち、外針３２の先端を、目的部位から引き抜く。そして、第１のスライド部
材５４のクリック係合部５４ｂを凸部７２ａを乗り越えてクリック係合部６２ａに当接さ
せ、第１のスライド部材５４を円筒部６２の先端に係止する。このため、外針３２の先端
３２ａがシース１２の先端に対して引き込まれる。
【００５０】
　そして、内視鏡の処置具挿通チャンネルから内視鏡用穿刺針１０を引き抜く。　
　その後、ルアー口金６４から加圧空気などを送気して、外針３２の内空に採取された生
体組織を外針３２の先端から外部に取り出す（回収する）。このように取り出した生体組
織について、各種の検査を行なう。
【００５１】
　なお、組織を採取する場合、第１および第２のスライド部材５４，５６は、上述した順
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に移動させることに限らず、逆の順に移動させることも好適である。
【００５２】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、以下の効果が得られる。
【００５３】
　針部材１４が外針３２に対して内針３４を突出可能な２重構造に形成されているため、
針部材１４が目的部位に穿刺された後、内針３４のみを引き込むことによって、外針３２
の内部に空間を設けることができる。したがって、外針３２の内空に所望の組織をより多
く採取することができる。
【００５４】
　また、内針移動部材４２を外針移動部材４０よりも剛性を高くしたので、内針３４およ
び外針３２をともに目的部位に対して穿刺するときの突っ張り力を確保しつつ、内視鏡の
処置具挿通チャンネルを挿通可能な可撓性を確保することができる。
【００５５】
　さらに、外針３２の内部の吸引力を維持するためのパッキン８０を、円筒部６２の第２
のスライド受部７４の内部に押し込むだけで固定させて密封させることで、操作部１６の
組み立てを簡便に行なうことができる。
【００５６】
　これまで、一実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明したが、この発明は
、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で行なわれ
るすべての実施を含む。
【００５７】
　上記説明によれば、下記の事項の発明が得られる。また、各項の組み合わせも可能であ
る。
【００５８】
　　［付記］
　　（付記項１）
　可撓性を有するシース内に進退自在な中空構造の外針と、外針内に移動自在に配置され
た中空構造の内針と、外針及び内針をそれぞれ進退させる移動手段と、各移動手段を操作
するための手元側に設けられた操作部からなる内視鏡用穿刺針において、外針を進退させ
る外針移動手段は可撓性のチューブからなり、内針を進退させる内針移動手段は、外針移
動手段よりも剛性の高いチューブまたはワイヤからなる内視鏡用穿刺針。
【００５９】
　　（付記項２）
　外針の進退を規制する制御手段が外針基端部に接続され、制御手段の基端側に外針移動
手段が接続された請求項１の内視鏡穿刺針において、外針移動手段は、外針を最大に突き
出した時に、シース内で撓みを生じるような長さに設定され、内針は弾性力のあるワイヤ
で構成された内視鏡用穿刺針。
【００６０】
　　（付記項３）
　外針内空及び外針移動手段内空を通り操作部まで連通する管路に気密を保つため、操作
部内にシール部材が配置され、シール部材は内針移動手段が通る内空と、操作部内に係合
する固定手段からなり、固定手段が操作部に固定されるとシール部材が変形し、操作部材
及び内針移動手段との隙間を密封し、前記管路に気密にする付記項１もしくは付記項２に
記載の内視鏡用穿刺針。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針を示し、（Ａ）は内視鏡用穿刺針の
先端部を示す概略的な部分断面図、（Ｂ）は内視鏡用穿刺針の基端部（操作部）を示す概
略的な部分断面図。
【図２】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針のシースおよび針部材を示し、（Ａ）はシー
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スの先端部および針部材の先端部を示す概略的な縦断面図、（Ｂ）は（Ａ）に示すシース
の先端部および針部材の先端部に繋げられた部位を示す概略的な縦断面図。
【図３】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針のシースの基端部および操作部を示し、（Ａ
）は操作部のルアー口金の中心軸よりも先端部側を示す概略的な縦断面図、（Ｂ）はルア
ー口金の中心軸よりも基端部側を示す概略的な縦断面図。
【図４】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針の操作部の操作部本体と、第２のスライド部
材と、パッキンとの関係を示す概略的な分解斜視図。
【図５】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針の操作部本体の基端部にパッキンを配設した
状態を示す概略的な縦断面図。
【図６】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針の操作部本体の基端部に配設されるパッキン
を示し、（Ａ）は概略的な正面図、（Ｂ）は概略的な縦断面図。
【図７】一実施の形態に係る内視鏡用穿刺針の先端部を示し、（Ａ）は内針の先端が外針
の先端に対して突出した状態を示す概略的な縦断面図、（Ｂ）は内針係止部材の先端が外
針係止部材の基端に当接し、かつ、外針係止部材がシースのストッパに当接された状態を
示す概略的な縦断面図。
【符号の説明】
【００６２】
　１０…内視鏡用穿刺針、１２…シース、１４…針部材、１６…操作部、２２…シース本
体、２４…ストッパ、２６…保護部材、３２…外針、３４…内針、３６…外針係止部材、
３８…内針係止部材、４０…外針移動部材、４２…内針移動部材、５２…操作部本体、５
４…第１のスライド部材、５６…第２のスライド部材、５８…接続管、６２…円筒部、６
４…ルアー口金

【図１】 【図２】
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